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【資料１－５】

《各施設の現計画の検証、課題と対応方針について》

（港湾・海岸施設編【本編】）
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１．施設の現状
１－１ 対象施設の推移
大阪府における港湾・海岸施設は現計画策定時（平成25年度末時点）から増減なし。
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分野 施設
施設数
（H25）

施設数
（R4末） 備考

港湾

岸壁・物揚場 鋼 40施設
CO 64施設

鋼 40施設
CO 64施設

護岸 鋼 20施設
CO 111施設

鋼 20施設
CO 111施設

防波堤 鋼 2施設
CO 53施設

鋼 2施設
CO 53施設

緑地（遠路・ベンチ等） 10箇所 10箇所

泊地・航路 20 20

橋梁 10橋 20橋

臨港道路（舗装・交通安全施設） 約67km 約67km

荷捌地等 約1k㎡ 約1k㎡

海岸

防潮堤（堤防・護岸） 74km 74km

突堤 105基 105基

離岸堤 23基 23基

導流堤

養浜・砂浜等 3km 3km

潜堤 6基 6基

水門・排水機場（土木） 17施設 17施設
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１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要

①港湾施設

出典：国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/001152936.pdf)



１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要

その他、護岸、防波堤、緑地、泊地・航路なども管理

5外郭施設（護岸）

外郭施設（防波堤）

緑地

岸壁

①港湾施設
係留施設は鋼矢板式やケーソン式が多く、外郭施設はケーソン式やコンクリート擁壁が多い



１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要
①港湾

種 別 施設名 施設数 建設年度
不明施設数

H24
建設後50年
超過施設数

R4
建設後50年
超過施設数

10年後
建設後50年
超過施設数

係留施設 岸壁・物揚場 104 5 16 41 64

外郭施設 防波堤 55 15 1 13 22

護岸 131 72 1 29 31

臨港交通
施設

橋梁 20 0 0 5 9

計 310 92 18 86 125

（建設年度不明施設数除く）
合 計 218

（ 9％）
18

（39％）
86

（57％）
125

係留施設（岸壁・物揚場）

H24
※現計画策定時

50年未満
92%

50年超
8%

現在
※R4時点

50年超
39%

50年未満
61% 10年後

50年未満
43%

50年超
57%

◇建設後50年を超過する施設の割合

※母数は、建設年度が把握できている港湾施設（218施設） 6
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１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要
②海岸保全施設

出典：国土交通省HP（https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/2-f/hozen.htm）



１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要

海岸保全施設は主にコンクリート構造物である。
北中部には人工海岸が多く、南部では半自然海岸が多い
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②海岸保全施設

突堤

養浜・砂浜

防潮堤

離岸堤



１．施設の現状
１－２ 対象施設の概要
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②海岸
（施設の現状）
・大阪府が管理する海岸延長は 74 ㎞
・1961（S36）年9月の第2室戸台風による災害を契機に、災害復旧事業として高潮対策を実施。
1960（S40）年代に建設されたものが多く、建設後40年以上経過施設が過半数。

防潮堤期間別整備率

2.5%

45.1%

26.0%

9.4%

4.2%

10.6%

1.3% 1.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%



１．施設の現状
１－３ 施設の劣化、損傷状況
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①港湾

床版部剥離
鉄筋暴露

梁部ひび割れ

梁部剥離
鉄筋暴露

飛沫部による塩害

鋼矢板腐食

海中部の損傷

エプロンひび割れ・沈下
飛沫干満帯の損傷

ひび割れ
沈下

沈下に伴う
排水不良

背後地利用者
への影響発生



防潮堤（Co構造物）の劣化
１－３ 施設の劣化、損傷状況
②海岸

１．施設の現状

突堤（Co構造物）の劣化 防潮堤（Co構造物）の劣化

砂浜の陥没 防潮堤（Co構造物）の劣化 11



１．施設の現状
１－３ 施設の劣化、損傷状況
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・港湾・海岸（損傷度推移）

健全度 健全度の評価基準

Ａ 施設の性能が相当低下している状態

Ｂ 施設の性能が低下している状態

Ｃ 変状はあるが、施設の性能の低下がほとんど認められない状態

Ｄ 変状は認められず、施設の性能が十分に保持されている状態
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２．点検・評価方法
２－１ 施設の点検・評価について（点検業務フロー）

目視・簡易計測による実施 高度な方法による実施

〇初回点検
竣工後に施設全体の異常の有無確認

〇日常点検
・不法行為の発見
・施設の損傷の早期発見
（車両・船舶からの遠望目視）

〇一般定期点検
・安全性の確認
・施設の劣化、損傷等の把握・評価
（徒歩や船舶による近接目視・計測）

〇詳細定期点検
・海中部など、一般定期点検で近接目視できない箇
所の確認。
・施設の劣化、損傷等の把握・評価
(専門知識と経験を有する企業へ各種試験棟委託)

総
合
評
価

維
持
補
修
（修
繕
）対
策
の
実
施

通
常
時

異
常
時

〇一般臨時点検
・地震時や荒天時直後に、変状の有無や程度
を確認

〇詳細臨時点検
・特段の異常発見された場合、必要に応じて実施。
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一般定期点検

日常点検

臨時点検

詳細定期点検

通常点検施設：1回/5年
重点点検施設：1回/3年
※健全度により、点検頻度が変動

【港湾】
重点点検施設：1回/10～15年
通常点検施設：供用期間中に1回
【海岸】 必要に応じて

1～2回/日

発災後、必要に応じて

点検分類 点検内容 頻度体制

直営

委託

直営

直営

①港湾・海岸

職員が徒歩により陸上及
びボート等により海上から
目視点検を実施

詳細点検を実施
海中部は潜水調査を実
施

毎日
車両及び船舶により点検を
実施

地震後や台風後に徒歩、
車両及び船舶により点検
を実施

1～2回/日 健全度 点検頻度
A 1年
B 2年
C 5年
D 5年

※施設健全度による点検頻度
（一般定期点検）

２．点検・評価方法
２－２ 施設の点検・評価について（点検業務内容）

〇H27～R4(8年間) 一般定期点検(職員点検)
実施数量

港湾：907施設
海岸：212.6km

備考

〇重点点検施設

≪岸壁等≫

・災害発生後の緊急物資輸送に重要な役割を

果たす耐震強化岸壁

・入港船舶数、取扱貨物量の多い主力岸壁

・旅客船フェリー接岸岸壁

≪防潮堤≫

背後地盤高が低く、浸水被害が大きい地域

・背後地が人家隣接で人口密集地

・南海トラフ巨大地震の被害想定シミュレー

ション結果等による被害が大きい地域
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２．点検・評価方法
２－３ 施設の点検・評価について（一般定期点検）

①港湾
●陸上からの目視点検

陸上よりエプロン部、附帯施設（車止め等）
の点検を実施。

陸上から電位測定を実施し、電気防食効果
の点検を実施。
岸壁法線の凹凸の確認。
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２．点検・評価方法
２－３ 施設の点検・評価について（一般定期点検）

①港湾
●海上からの目視点検

海上より鋼矢板岸壁の腐食状況、桟橋式上
部工（コンクリート部）の背面部、附帯施設
（防舷材等）の点検を実施。
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２．点検・評価方法
２－３ 施設の点検・評価について（一般定期点検）

②海岸
●陸上からの目視点検

防潮堤のクラックや目地開き等の確認
養浜・砂浜における空洞化確認を実施
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２．点検・評価方法
２－４ 施設の点検・評価について（詳細定期点検）

（潜水士）
・海中部の鋼矢板肉厚確認
・陽極損耗状況の確認

陽極損耗状況確認

ケレン作業 矢板肉厚
測定作業
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点検項目 点検方法 評価基準

Ⅱ類

鋼矢板等
被覆

防食

工

塗装

目視

・錆やふくれ

・塗膜のはが

れ

a

b

重防

食被

覆

目視

・被覆の劣化

モル

タル

被覆

c

錆やふくれが点在している。

塗膜のはがれや割れが点在している。

d

広範囲に錆やふくれが認められる。

錆を伴うはがれや割れが広範囲に発生している。

欠陥面積率が10%以上である。

大きな錆やふくれがある。

錆を伴うはがれが広い範囲に発生している。

鋼材まで達しない被覆の損傷が多く見られる。

変状なし。

ボルト、ナット等の保護カバー取付け材に緩み等がある。

変状なし。

重防食被覆の劣化が著しく、鋼材が腐食している状態。

一部に鋼材まで達する被覆の劣化が生じ、鋼材の腐食が認められる。

鋼材まで達しない被覆の損傷が多く見られる。

欠陥面積率が0.3%以上10%未満である。

変状なし。

欠陥面積率が0.03%以上0.3%未満である。

超厚

膜形

被覆

目視

・被覆の劣化

超厚膜形被覆の劣化が著しく、鋼材が腐食している状態。

一部に鋼材まで達する被覆の劣化が生じ、鋼材の腐食が認められる。

初期状態とほとんど変化なく、健全な状態である。

欠陥面積率が0.03%未満である。

変状なし。

水中

硬化

形被

覆

目視

・被覆の劣化

水中硬化形被覆の劣化が著しく、鋼材が腐食している状態。

一部に鋼材まで達する被覆の劣化が生じ、鋼材の腐食が認められる。

鋼材まで達しない被覆の損傷が多く見られる。

鋼材まで達しない被覆の損傷が多く見られる。

変状なし。

耐食

性金

属被

覆

目視

・被覆の劣化

耐食性金属被覆の損傷が著しく、鋼材が腐食している状態。

一部に鋼材まで達する被覆の損傷が生じ、鋼材の腐食が認められる。

ペトロ

ラタ

ム被

覆

目視

・保護カバー

・ボルト、ナッ

ト

a
□
保護カバーが脱落しペトロラタム系防食材が露出または脱落し鋼材表

面に錆が出ている。

c

保護カバーの表面に微細なクラックが見られる。

ボルト、ナット等にゆるみがある。

端部シールの部分的剥離が見られる。

変状なし。

保護カバーや当て板に亀裂がある。

b
ボルト、ナットに腐食が見られる。

保護カバーが変色または白亜化している。

モルタルが脱落し、鋼材表面に錆が発生している。

□
（カバー材およびモルタル層を除去したとき）、鋼材の肉厚の減少が確

認される。

□
保護カバーや取付け材にひび割れが見られ、一部に保護カバーの剥

がれが見られる。

目視

・保護カバー

・モルタルの

劣化、損傷

a

保護カバーが広い範囲で脱落している。

モルタル表面に、錆汁が認められる。

b 軽微な錆汁は見られるが、錆の流れ出しはない。

□
（カバー材を除去したとき）モルタルに多数のひび割れが発生し、錆汁

が見られる。

c

保護カバーに変色や白亜化等が見られる。

表面にクラックが認められるが、その範囲は1%以下である。

　－

防食管理電位が維持されている。

鋼矢板等

電気防食

工

電位測定（電極ごとの防食管理電

位）

・飽和甘こう-800mV

・海水塩化銀-800mV

・飽和硫酸銅-850mV

防食管理電位が維持されていない。

　－

施設名 〇〇岸壁
施設
番号

C-1-〇 点検者 〇〇 〇〇
点検
区分

定期点検 スパン番号 3
整理
番号

港湾名 〇〇港
構造
形式

矢板式 点検日時 〇〇年〇月〇日 調
査
区
分

詳細定期点検 スパン数 13

地区名 〇〇区 天候 晴
□陸上目視
■海上目視

延長 スパン延長 7.4m /総延長 206.7m

２．点検・評価方法
２－５ 施設の点検・評価について（港湾点検記録）

スパン毎に
点検を実施。

□
□
□
□

c □
d ■

□
□
□
□
□
□
■
□

d □
a ■
b

c

d □
□
□
□
□
□

c □
d ■

□
□
□
□
□
□
□
□
□

d □
a □

□
□
□
□

d ■

部材 点検項目

変状なし。

※裏面に続く

変状なし。

上部工
コンクリート
の劣化、損傷

目視
・ひび割れ、
剥離、損傷
・鉄筋腐食
・劣化の兆候
等

係船岸の性能を損なうような損傷がある。

b
幅3mm以上のひび割れがある。
広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
幅3mm未満のひび割れがある。

エプロン
（コンテ
ナターミ
ナル等利
用制限が
厳しい場
合）

舗装等の段
差、わだち掘
れ、ひび割れ

目視
段差、わだち
掘れ

幅3mm以上のひび割れがある。

a

車両走行に危険な段差、陥没、わだち掘れ、ひび割れ等がある。
15mm以上の段差がある。
10mm以上のわだち掘れがある。

10～15mmの段差がある。

c
エプロンに3cm未満の沈下（段差）がある。
エプロンと後背地の間に30cm未満の沈下（段差）がある。
変状なし。

Ⅱ類

エプロン
（通常の
場合）

ｺﾝｸﾘｰﾄ又はｱｽ
ﾌｧﾙﾄの劣化・
損傷

目視
・ｺﾝｸﾘｰﾄ又は
ｱｽﾌｧﾙﾄのひび
割れ、損傷

a

b

b

c

10mm未満の段差がある。
10mm未満のわだち掘れがある。
微小なひび割れがある。

コンクリート舗装でひび割れ度が0.5～2m/m2である。

　－

局所的に鉄筋が露出している。

コンクリート舗装でひび割れ度が2m/m2以上である。
アスファルト舗装でひび割れ率が30％以上である。
車両の通行や歩行に支障があるひび割れや損傷が見られる。

アスファルト舗装でひび割れ率が20～30％である。
若干のひび割れが見られる。
変状なし。

幅3mm未満のひび割れがある。

エプロン 沈下、陥没 目視

腐食による開孔や変形はない。

車両の通行や歩行に重大な支障がある。

b

矢板式本体背後の土砂が流出している可能性がある。
エプロンに3cm以上の沈下（段差）がある。
エプロンと後背地の間に30cm以上の沈下（段差）がある。

a

矢板式本体背後の土砂が流出している。

鋼矢板等
鋼材の腐食、
亀裂、損傷

目視
・開孔の有無
・表面の傷の
状況

腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
　－

点検方法 評価基準

Ⅰ類

岸壁法線 凹凸、出入り
目視
・移動量・沈
下量

a
隣接する上部工との間に20cm以上の凹凸がある。
性能を損なうような法線のはらみ出しがある。

b
法線のはらみ出しがみられる。
隣接する上部工との間に10～20cm程度の凹凸がある。
上記以外の場合で隣接する上部工との間に10cm未満の凹凸がある。
変状なし。

矢板式本体背後のエプロンが陥没している。
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STEP1

•部材単位ごとに劣化度を判定する。（a,b,c,d）

STEP2

•部材ごとの健全度を評価する。（A,B,C,D）

STEP3

•施設の健全度を評価する。（A,B,C,D）

○○岸壁

1BL 2BL 3BL 4BL 5BL 部材 施設

岸壁法線 凹凸、出入り Ⅰ類 a c d d d B

エプロン 沈下、陥没 Ⅰ類 c c c b c C

エプロン Co、Asの劣化損傷 Ⅱ類 c d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食など Ⅰ類 d d a d d A

上部工 Coの劣化損傷（RCの場合） Ⅱ類 c c b a c B

・・・ ・・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

点検診断の項目（部材ごと）
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

A

STEP1 STEP3点検様式（チェックリスト）にて判定 STEP2

２．点検・評価方法
２－６ 施設の点検・評価について（港湾 健全度評価方法）

点検診断の
項目の分類

点検診断の項目ごとの性能低下度

A B C D

Ⅰ類

「aが1個から数個」の点
検診断の項目があり、施
設の性能が相当低下して
いる状態

「aまたはbが1個
から数個」の点検
診断の項目があり、
施設の性能が低下
している状態

A、B、D
以外

すべ
て
d

Ⅱ類

「aが多数またはa+bがほ
とんど」の点検診断の項
目があり、施設の性能が
相当低下している状態

「aが数個または
a+bが多数」の点
検診断の項目があ
り、施設の性能が
低下している状態

A、B、D
以外

すべ
て
d

Ⅲ類 - - D以外
すべ
て
d【点検診断の項目の分類について】

Ⅰ類：施設の性能（特に構造上の安全性）に直接的に影響を及ぼす部材に対する点検診断の項目
Ⅱ類：施設の性能に影響を及ぼす部材に対する点検診断の項目
Ⅲ類：附帯設備等に対する点検診断項目
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２．点検・評価方法
２－７ 施設の点検・評価について（海岸点検記録・健全度評価方法）

C B B D B C

地区海岸

一定区間

c d c d b d

スパン

一定区間

＜一定区間＞

法線が変わっている箇所、断面が変わっている箇所等を境

として設定された区間

（目安は数100ｍ程度）

＜スパン＞

構造目地により区切られた区間（目安は10ｍ程度）

〇一定区間ごとに総合評価を実施
施設の一定区間の中で最も変状が進展している箇
所（スパン）の部位・部材の変状ランクを代表値と
する

最も変上のが進展している
部材の変状ランクをスパンの
代表値とする。
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３．実施計画の策定
３－１ 個別施設・地区毎の実施計画策定（港湾・海岸）

①総論

〇施設概要
施工履歴、構造、位置、延長、主要部材
〇部材毎の維持管理レベルの設定
〇点検の結果

②点検診断計画

〇点検診断の基本的な考え方
〇劣化予測の考え方
〇劣化予測結果

③総合評価

〇点検結果に伴う健全度評価
〇維持補修に対する現場的・行政的判断に基づく評価
〇点検診断計画（点検費用・実施時期）

④維持補修計画

〇補修方法・補修時期を計画
〇施設のLCCの算定

①海岸及び海岸保全施設の概要

〇大阪湾沿岸の概要
〇地区海岸の概要
〇海岸保全施設の概要（設計高潮位、計画波浪など）
〇背後地の利用状況、重要性など

②維持管理計画の概要

〇計画期間の設定
〇一定区間の設定

③防護機能の評価

〇施設の変状ランク及び一定区間ごとの健全度評価結果
〇将来の防護機能の評価
〇劣化予測

④点検計画

〇点検に関する計画概要（対象施設、重点箇所など）
〇定期点検（点検項目、実施予定時期）
〇点検結果に基づく評価方法

⑤修繕計画

〇修繕等方法と概要
〇修繕対象箇所
〇計画期間の修繕対策費用（LCC）

〇〇岸壁維持管理計画 〇〇地区海岸長寿命化計画
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３．実施計画の策定
３－２ 補修優先順位の考え方（港湾施設）

〇社会的影響度の評価
【利用形態】
航路、取扱貨物量、施設規模（水深）、 背後地利用状況、港格

【施設性能】
対象船舶、主要構造

【防災機能】
耐震強化性の有無

〇施設健全度の評価
部位・部材毎の健全度と重要度より考慮

〇補修優先順位
施設健全度と社会的影響度、ライフサイクルコストを考慮し、補修優先順位の決定。



ひび割れ補修(部分) 24

アルミニウム合金陽極による電気防食(全面)ペトロラタム被覆による鋼矢板の防食(全面)

４．補修方法
４－１ 予防保全対策
〇鋼構造施設（港湾）

〇Co構造（港湾・海岸）

路盤+コンクリート舗装の更新(全面)



I．効率的・効果的な維持管理の推進（港湾・海岸理施設のロードマップ）

５．現計画における主な取組内容と検証項目
５－１ 効率的・効果的な維持管理の推進

これらの実行
状況を検証

25

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年

点検、診断・評価の
手法や体制等の充実

施設特性に応じた
維持管理手法の体系化

日常的維持管理の
着実な実践

新たな技術、材料、工法の
活用と促進策

効
率
的
・
効
果
的
な
維
持
管
理
の
推
進

府民や利用者へ大きな支障を及ぼす恐れのある施設について、近接目視による点検を継続実施

劣化を抑制し、長寿命化に資する維持作業の実施（直営作業の強化・標準化）

新たな技術や材料、工法の導入・標準化

点検、診断・評価の手法について、新たな技術の検討・導入

試行実施等

鋼矢板等の肉厚調査・空洞調査・コンクリート中の塩化物イオン濃度測定などの詳細点検を継続実施

点検業務の再構築 点検業務マニュアルの改訂、点検業務データベース利活用マニュアルの作成など

港湾（個別施設）の実施計画を策定
※港湾法に基づく計画

海岸（地区毎）の実施計画を策定
※海岸法に基づく計画

各施設の更新等の方法や時期を検討

計画的な補修の実施・維持管理手法の見直し、LCC最小化などを継続実施

直営作業
要領策定

【①ー１】

【①ー２】

【①ー３】

【②ー１】

【②ー２】

【②ー３】

【②ー４】

【③ー１】

【④ー１】

【④ー２】



【実績・評価（検証）】

【計画】
目視点検のみでは状況把握が困難な施設を対象に詳細点検を実施

【課題】
・防波堤等の外郭施設における、詳細点検の項目や頻度の位置付け
・建設後50年を経過（供用期間を延長）する施設が増加
（国の基準）

鋼構造施設や桟橋式上部工などを対象に詳細点検を実施（10～15年に1度）

【対応方針】
・詳細点検の対象施設見直し

①点検、診断、評価の手法や体制等の充実

①ー3：鋼矢板等の肉厚調査・空洞調査・コンクリート中の塩化物イオン濃度測定などの詳細点検を継続実施

５.現計画の検証、課題抽出及び対応方針

26

〇対象施設
係留施設（鋼構造、コンクリート構造）
外郭施設（鋼構造、コンクリート構造）

【審議内容】
・外郭施設の詳細点検に係る基準の整備⇒係留施設と同様に設定



【実績・評価（検証）】

【計画】
実施計画に基づく、優先順位の検討

【課題】
・１施設の補修に期間と費用を要すること、健全度が低下する施設の増加が今後見込まれる。

係留施設については、優先順位の検討手法を確立し、補修を実施。
健全度が低下した施設が増加(係留施設：26施設→39施設)

【対応方針】
・社会的影響度などに基づいて最適な整備水準を設ける。

②施設の特性に応じた維持管理手法の体系化

②ー3：各施設の更新等の方法や時期を検討

５.現計画の検証、課題抽出及び対応方針

27

【審議内容】
・補修方法の検証
・係留施設以外の社会的影響度、補修優先順位の設定

（案）
施設の健全度と社会的影響度を考慮し、
当て板溶接や部分的な陥没の補修など
の部分補修で対応。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 a c d d d d B

エプロン 沈下、陥没 c c c b c c B

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d b d d d B

上部工 Coの劣化損傷 c c b c c c B

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

B



②施設の特性に応じた維持管理手法の体系化

②ー3：各施設の更新等の方法や時期を検討

５.現計画の検証、課題抽出及び対応方針

対応：新たな維持管理手法の設定。

維持管理手法 説明

事後保全 限界管理水準を超えてから補修等を行う。

予防保全（状態監視型）
点検結果等により劣化や損傷等の変状を評価
し、目標となる管理水準を下回る場合に修繕
を行う。

予防保全（予測計画型）
点検データ等を用いて劣化の進行予測を行い、
最適なタイミングを設定し、修繕等を行う。

〇新たな維持管理手法の設定（部分補修型）
内容：健全度Bの施設について、部分補修を行うこと

により、施設の健全性の確保を図る。

対象施設：健全度B
補修手法：損傷個所のみの部分補修

（例：当て板溶接、Ｃｏ断面修復、コーキング）

課題：部分補修施設の選定項目
港湾（岸壁）：取扱貨物量
港湾（護岸）：背後地の利用状況
港湾（防波堤）：港内の取扱貨物量
海岸：背後地が人口密集地区で無い地区

部分補修型
部分補修を行うことで、施設の性能を維持す
る修繕を行う。

〇新たな維持管理手法

〇従来の維持管理手法

28当て板溶接状況

点検診断の項目ごとの健全度

A B C D

Ⅰ類
「aが1個から数個」の点検診断
の項目があり、施設の性能が相
当低下している状態

「aまたはbが1個か
ら数個」の点検診
断の項目があり、
施設の性能が低下
している状態

A、B、D
以外

すべて
d

Ⅱ類

「aが多数またはa+bがほとん
ど」の点検診断の項目があり、
施設の性能が相当低下している
状態

「aが数個または
a+bが多数」の点検
診断の項目があり、
施設の性能が低下
している状態

A、B、D
以外

すべて
d

Ⅲ類 - - D以外
すべて

d

Ａ 施設の性能が相当低下している状態

Ｂ 施設の性能が低下している状態

Ｃ 変状はあるが、施設の性能の低下がほとんど認められない状態

Ｄ 変状は認められず、施設の性能が十分に保持されている状態
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②施設の特性に応じた維持管理手法の体系化

②ー3：各施設の更新等の方法や時期を検討

５.現計画の検証、課題抽出及び対応方針

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 a d d d d d B

エプロン 沈下、陥没 c c c b c c B

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d b d d d B

上部工 Coの劣化損傷 c c b c c c B

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

B

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 d' d d d d d D'

エプロン 沈下、陥没 c c c c' c c C'

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d d' d d d D'

上部工 Coの劣化損傷 c c d' c c c C'

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

C'

部分補修後

• 部分補修対応後の部位部材評価は「’」をつける。
• 健全度評価は「’」をつけ、健全施設と差別化
• 「’」が複数個ついた部材について、部分補修履歴を加味して

健全度を検討
• 部分補修施設について、健全度がA相当になった際は、全面補

修を実施。

点検診断の

項目の分類

(部分補修施設)

点検診断の項目ごとの性能低下度

A B C D

Ⅰ類
「aまたは、c’、d’が1個から数個」の点検診断の項目があり、

施設の性能が相当低下している状態

「aまたはbが1個から数個」の点検診断の項目

があり、施設の性能が低下している状態

A、B、D

以外

すべて

d

Ⅱ類
「aまたは、c’、d’が多数またはa+b+c’+d’がほとんど」の点
検診断の項目があり、施設の性能が相当低下している状態

「aが数個またはa+bが多数」の点検診断の項

目があり、施設の性能が低下している状態

A、B、D

以外

すべて

d

Ⅲ類 - - D以外
すべて

d

施設
点検・診断

健全度

健全度確認
(A,B,C,D)

経過観察

社会的
影響

部分補修

全面補修

C,D

小

大

A

B

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 d' d d d d d D

エプロン 沈下、陥没 c c b c' c c B

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d d' a d d A

上部工 Coの劣化損傷 c c d' c c c C'

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

A

再点検時



①適正な管理水準が審議会のテーマとなると考えている。

②点検に新技術を取り入れた場合に、これまでの点検方
法、評価とのデータの整合性、継承性に留意する必要
がある。

審議会委員からの意見
河川等部会（港湾・海岸設編）

への意見の対応方針

①補修時の健全度の検討

②デジタル技術を活用する等、取得し
た点検データと過去の蓄積データとの
整合性を検討

30

６.第１回審議会 委員からの意見と対応方針



・最適な管理水準１

31

６.第１回審議会 委員からの意見と対応方針

健全度がBの施設を対象に、部分補修による施設の健全度確保

社会的影響度の小さい施設において、部位部材毎に局所的にa,bの箇所を補修す
ることにより、施設の健全性を保つ。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 a d d d d d B

エプロン 沈下、陥没 c c c b c c B

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d b d d d B

上部工 Coの劣化損傷 c c b c c c B

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

B

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 部材 施設
岸壁法線 凹凸 d' d d d d d D'

エプロン 沈下、陥没 c c c c' c c C'

エプロン Co、Asの劣化損傷 c d d d c c C

鋼矢板 鋼材の腐食 d d d' d d d D'

上部工 Coの劣化損傷 c c d' c c c C'

点検診断の項目（部材ごと）

A岸壁
部材単位ごとの劣化度判定 健全度

C'

部分補修後
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６.第１回審議会 委員からの意見と対応方針

職員点検効率化を目的に空中ドローンによる点検の実施
・不可視(目視困難)部分の点検
矢板岸壁の上部工、ケーソン側壁のひび割れ状況や防舷材等の海側側壁の破損状況
の確認。

〇点検項目

〇ドローン撮影による目視点検
微細なクラックの解析技術などの解析
技術の進展に合わせ、デジタル技術に
より取得した点検データと過去の蓄積
データとの整合性を図り、導入を進め
る。

・点検に新技術を取り入れた場合に、これまでの点検方法、評価とのデータの整合性、
継承性に留意2
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（参考）現計画における主な取組内容と検証項目
④-1,2点新技術の活用検討の取組

現場作業効率化の検討

凸矢板測定

測定機械 計測器

点検業務効率化に向けた取組み
（陸上からの海中部の矢板肉厚測定）

課題：職員点検の効率化に向けた新技術の導入


